


自分なりにノートにまとめてみよう。

•５月１９日に配布された家庭科のノートに学年・組・番号・名前を書きましたか？
①合格したプリントをノートに貼っておきましょう。

②自分なりにノートをまとめてみましょう。

③わからないことがあれば，電話で聞いてください。

高屋中学校TEL：０８２ー４３４－００１１



Q1 店で買い物をするとき,
契約が成立するのはいつ？

1 商品を

受け取ったとき。

2 代金を

支払ったとき。

3 定員が

「はい,かしこまりま
した」と言ったとき



そもそも契約とは？P２２６

＝法律的な責任が生じる

（民法）



意思の合致

③契約成立 口約束でも
成立します

権利

義務

アイスを受け取る

お金を支払う アイスを渡す

お金を請求する

①申し込み

客

「アイスを買いたい」

②承諾

店

「アイスを売りたい」



Q1 店で買い物をするとき,
契約が成立するのはいつ？

3 定員が

「はい,かしこまりま
した」と言ったとき

契約書や印鑑・サインは
証拠を残すためのもの。
必ずしも必要ではない。



Q2 店で商品を買ったが，使う前に不要になった。
解約できる？

1

解約できない。

2

レシートがあり1週間
以内なら解約できる。

3

商品を開封していな
ければ解約できる。



Q2 店で商品を買ったが，使う前に不要になった。
解約できる？

1

解約できない。
レシートがあっても,開封し
ていなくても原則は解約
出来ない。

欠陥商品だったなどの理由がなければ,勝手にやめ
ることはできない。法律的な責任が生じるから。



Q3 15歳の中学生が親に内緒で10万円の
スマートフォンを契約した。この契約は取り消せる？

1

取り消すことはできな
い。

2

未成年者取り消しが
出来る。

3

保護者が取り消しを
求めたときのみ,未成
年者取り消しができる。



Q3 15歳の中学生が親に内緒で10万円の
スマートフォンを契約した。この契約は取り消せる？

2

未成年者

取り消しが出来る。

＊小遣いの範囲の少額の契約は取
り消せない。
＊結婚をしている者
＊成人であると積極的にウソをつい
た者
＊法定代理人の同意があるとウソを
ついたりした場合

以下の場合は取り消せない

成人してまもない人は悪質商法のターゲットにされやすい！



Q4 街で呼び止められ，喫茶店に行ったら勧誘され，
断れなくて10万円の学習参考書セットを契約してしまっ
た。この契約をクーリング・オフすることができる？

1

事業者がウソを言って

勧誘した場合は,

クーリング・オフできる。

2

参考書に書き込むなど,商
品を使用していなければ,
クーリング・オフできる。

3

契約してから8日間であれ
ば,クーリング・オフできる。



Q4 街で呼び止められ，喫茶店に行ったら勧誘され，
断れなくて10万円の学習参考書セットを契約してしまっ
た。この契約をクーリング・オフすることができる？

3

契約してから8日間であれば,

クーリング・オフできる。
キャッチセールスは，特定商取引法
が適用されます。
契約した日から８日間クーリング・オ
フが可能。

これは，キャッチセールスによる商品の契約です。



Q5 ネットショッピングでTシャツを買ったけれ
ど似合わない。クーリング・オフできる？

1

クーリング・オフ

できない。

2

契約してから14日間な
らクーリング・オフでき

る。

3

開封していなかったら
クーリング・オフできる。



Q5 ネットショッピングでTシャツを買ったけれ
ど似合わない。クーリング・オフできる？

1

クーリング・オフ

できない。 返品や交換のルールを定めている事
業者もいるが，クーリング・オフでは
ない。購入する前によく確認が必要。

ネットショッピングには，クーリング・オフの適用はない。



• 「中学生もみんな消費者」 は読んでいますか？

クイズに関する内容が書いてあります。

授業でも使いますから,冊子に年・組・番・名前を書いて

１度は読んでみてください。
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